
キ 許可申請書・確認資料一覧表 〔チェックリスト〕

(注意事項 )

◆証明書の有効期限

・残高証明書は、申請 日前 30日 以内の日の残高を証明したものに限 ります。
。その他の証明書は、申請 日前 3か月以内に発行 されたものに限 ります。

◆欠格事由 (建設業法第 8条第 1号)の確認書類

◇対象者
・許可申請者 (法人の場合はその役員)

。令第 3条に定める使用人 (支配人及び支店又は令第 1条に規定する営業所の代表者)

※監査役、株主、顧問、相談役等は対象外

◇提出書類 (詳細は、37頁を参照)

。登記されていないことの証明書 (法務局発行)

・市町村の長の証明書 (通称 「身分証明書」)(本籍のある市町村発行)

◆経営業務管理責任者
。「準ずる者」、「準ずる地位」、「経営業務を補佐した経験」、「常勤役員等を直接に補佐する者」に

ついては、個別に判断します。
・詳細は、16頁を参照してください。

◆提出場所
・173頁を参照してください。

◆福岡

◆ 工 における,肖 の取 り V｀

様式第 2号、様式第 3号 財務諸表

経審を受審する
課税業者 税抜 税抜

免税業者 税抜 税込

経審を受審しない
課税業者 で た か

免税業者 で

◆様式第 15号 「貸借対照表 (法人用 )」
への未払法人税等の計上

・未払法人税等には、法人県民税 (均等割)等 も含まれるため、ごくまれなケース (還付が生 じ

るなど)を除いて、必ず税額が計上されます。

◆実地調査 (営業所調査)

・県の調査員が営業所を訪問することがあります。

◆建設業許可申請審査手数料
・手数料は、許可されない場合あるいは申請を取 り下げた場合も還付 されません。
。許可要件を十分に確認の うえ、申請 してください。

:υノ・昔 究貝霰
=「

疇首ゃ
`2X

提出書類
所轄県土

整備事務所
提出部数

※法定様式の押印は廃止 されました。

正本 副本 1 副本 2

決算の変更届 すべて 2 ○
○ (コ ピーで

も可)

上記以外

福岡、久留米

北九州、飯塚
2 ○

○ (コ ピーで

も可)

上記以外 3 ○
○ (コ ピーで

も可)

○ (コ ピーで

も可)
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許可申請書・確認資料一覧表 〔チェックリスト〕

【新規 /許可換え新規 】

下記に該当する場合は、
当該右欄の書類は省略可

(注 1)様式第7号又は様式第7号の2のうち、いずれかでの中請が必要
(注 2)指定学科卒業、実務経験、資格保有のうち、一以上に該当することが必要(指定学科卒業、一部の資格保有は、実務経験も必要)

る閲覧
省

略

提

出
様式番号 書類の名称 確認資料

第1号 建設業許可申請書

個 人 別紙一 役員等の一覧表

別紙 二(1) 営業所一覧表 (新規許可等)

□ 営業所の写真提出用台紙 ※ R3.4.1以降追加 (県ホームページ参照)

別紙四 専任技術者一覧表

第2号 工事経歴書

第3号 直前3年の各事業年度における 11事施上金額

第4号 使用人数

第6号 誓約書

口 登記されていないことの証明書 (法務局発行 )

□ 身分証明書 ※外国人:国籍の記載された住民票

□ □ 第7号 常勤役員等 (経営業務の管理責任者)証明書

□ □ 別 1紙 常勤役員等の略歴書

□ □ 常勤性の確認資料 (別紙2)

□ □

様式第7号の2による申請
(常勤役員等を直接に補佐
する者がいる場合)(注 1)

経営管理経験の確認資料 (別紙 1)

□ □ 第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

□ □ 別紙一 常勤役員等の略歴書

□ □ 別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

□ □ 常勤役員等の常動性の確認資料 (別紙2)

□ □ 常勤役員に係る経営管理経験の確認資料 (別 紙1)

□ □

様式第7号による中請
(常勤役員等を直接に補佐す
る者がいない場合)(注 1)

常勤役員を直接に補佐する者に係る確認書類 (別紙1)

第7号の3 健康保険等の加入状況

□ 保険加入の確認資料 (別紙2)

□ 第8号 専任技術者証明書 (新規・変更)

□ 常勤性の確認資料 (別紙2)

指定学科卒業該当者なし(注2) □ □
卒業証明書 (卒業証書の場合は、写しを提出、原
本持参)

□ □ 第9号 実務経験証明書
実務経験該当者なし(注2)

□ □ 実務経験の確認資料 (別紙 1)

資格保有該当者なし(注 2) □ □
資格証等の提示 十写しの提出
(監理技術者資格者証等の携帯義務のあるもの
は写しのみで可)

□ □ 第10号 指導監督的実務経験証明書

□
第15条第2号口該当者なし

□ 指導監督的実務経験の確認資料 (別紙2)

令第3条該当者なし(経営業務管理責任
者たる支配人のみの場合も省略可)

第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

経営業務管理責任者は省略 可 □ □ 第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

□ □令第3条該当者なし 第13号 建設業法施行令第3条 に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

□ □ 第14号 株主 (出資者)調書

第15号 貸借対照表

第16号 損益計算書・完成 l:事原価報告書

第17号 株主資本等変動計算書
第 17号の2 注記表

個人事業主での申請

第17号′)3 附属明細表 ※資本金1億 円超または負債の部200億円以 Lの株式会社のみ提出

第 18号 貸借対照表 (個 人用)
法人での申請

第19号 損益計算書 (1[司 人用 )

自己資本500万円以 L(個人で決算未
到来を除く)、 または
直前5年間許可を受けて継続営業

□ □ 財産的基礎の確認資料 (別紙2)

個 人 定款

支配人登記をしていない個人事業主 □ □ 商業登記全部事項証明書 (法人)、 履歴事項全部証明書 (支配人登記をした個人)

第20号 営業の沿革

第20号の2 所属建設業者団体

第20号′)3 主要取引金融機関名

□
法人・個人事業税納税証明書 ※未納のない証明書では不可
(決算未到来の事業者の場合 :県税事務所への法人等設立届 (写 ))
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許可申請書・確認資料一覧表 〔チェックリスト〕

【業種追加 /般・特新規 /般・特新規十業種追加 】
※

下記に該当する場合は、
当該右欄の書類は省略可

(注 1)様式第7号又は様式第7 が必要

(注 2)専任技術者に関しては、追加、般・特新規の業種を担当する技術者の書類を提出
指定学科卒業、実務経験、資格保有のうち、一以上に該当することが必要 (指定学科卒業、一部の資格保有は、実務経験も必要)

(注3)追加に係る業種分も作成する

≪ 以下については変更がなければ省略可能 (変更がある場合、省略不可)≫

省

略

提

出
様式番号 書類の名称 確認資料

第1号 建設業許可申請書

個人 別紙一 役員等の一覧表
別紙 二(1) 営業所一覧表 (新規許可等)

□ 営業所の写真提出用台紙 ※ R3.4.1以 降追加 (県ホームページ参照)

別紙四 専任技術者一覧表

第2号 工事経歴書 (注 3)

第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額 (注3)

第4号 使用人数

第6号 誓約書

□ 登記されていない二との証明書 (法務局発行 )

□ 身分証明書 ※外国人:国籍の記載された住民票

□ □ 第7号 )証明書
様式第7号の2による中請
(常勤役員等を直接に補佐する者が
いる場合)(注 1) □ □ 別紙 常勤役員等の略歴書

経営業務管理経験5年以上 □ □ 経営管理経験の確認資料 (別紙 1)

□ □ 第7考じ‐で)2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
□ □ 別紙一 常勤役員等の略歴書

様式第7号による中請
(常勤役員等を直接に補佐
する者がいない場合)(注 1) □ □ 別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

経営業務管理経験5年以上 □ □ 常勤役員に係る経営管理経験の確認資料 (別紙 1)

前日許 可(更新)時と変更なし □ □ 常勤役員を直接に補佐する者に係る確認書類 (別紙 1)

第7号の3 健康保険等の加入状況

□ 保険加入の確認資料 (別紙 2)

□ 第8号 専任技術者証明書 (新規・変更)(注2)

□ 常勤性の確認資料 (別紙2)(注2)

指定学科卒業該当者なし(注 2) □ □
事業証明書 (事業証書の場合は、写しを提出、原本
持参)

□ □ 第9号 実務経験証明書
実務経験該当者なし(注2)

□ □ 実務経験の確認資料 (別紙 1)

□ □資格保有該当者なし(注2)
資格証等の提示 +写しの提 出
(監理技術者資格者証等の携帯義務のある資格証
二塁立空豊_工可)

令第 3条該 当者なし (経営業務管理責

任者たる支配人のみの場 合は省略可 )
第11号 建設業法施行令第3条 に規定する使用人の一覧表

経営業務管理責任者は省略可 □ □ 第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

令第3条該当者なし □ □ 第13号 建設業法施行令第3条 に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

第 15号‐
貸借対照表

第16号 損益計算書・完成工事原価報告書

第17号 株主資本等変動計算書
第17号の2 注記表

決算の変更届 (最大で直近5
年分)を提出済の法人、
又は個人事業主

第 17号″)3 附属明細表 ※資本金1億円超または負債の部200億円以上の株式会社のみ提出

第 18号 貸借対照表 (個 人用 )決算の変更届 (最 大で直近5年分)

を提出済の個人事業主、又は法人 第19号 損益計算書 (個人用)

自己資本500万 円以上 (個人で決算未到
来を除く)、 または

直前5年間許可を受けて継続営業

□ 財産的基礎の確認資料 (別紙2)

省

略

提

出
様式番号 書類の名称 確認資料

□ □ 常勤役員等 (経営業務の管理責任者)の ) 常勤性の確認資料 (別紙2)

□ □ 第10号 指導監督的実務経験証明書

□ □ 指導監督的実務経験の確認資料 (別紙 2)

□ □ 第14号 株主 (出資者)調書

定款

□ □ 商業登記全部事項証明書(法人)、 履歴事項全部証明書(支配天豆記をした個人)

第20号 営業の沿革

第20号の2 所属建設業者団体
第20号の3 主要取引金融機関名
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許可中請書・確認資料一覧表 〔チェックリスト〕

【業種追加+更新/般・特新規十更新・/業種追加+般・特新規十更新 】
<いずれも更新の日(許可の満了 日)の 2か月前までの申請が必要です。>

13

下記に該当する場合は、
当該右欄の書類は省略可

(注 1)様式第7号又は様式第7号の2のうち、いずれかでの申請が必要

(注 2)専任技術者に関しては、追加、般 ,特新規の業種を担当する技術者の書類を提出

指定学科卒業、実務経験、資格保有のうち、一以上に該当することが必要 (指定学科卒業、 ・部の資格保有は、実務経験も必要)

(注 3)追加に係る業種分も作成する

≪ 以下については変更がなければ省略可能 (変更がある場合、省略不可)≫

省

略

提

出
様式番号 書類の名称 確認資料

第1号 建設業許可申請書

個 人 別 紙

―
― 役員等の一覧表

別紙二 (1) 営業所一覧表 (新規許可等)

別紙 二 (2) 営業所一覧表 (更新 )

□ 営業所の写真提出用台紙 ※ R3.4.1以 降追加 (県ホームベージ参照 )

別紙四 専任技術者 ^覧表

第2号 工事経歴書 (注3)

第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額 (注 3)

第4号 使用人数

第6号 誓約書

□ 登記されていないことの証明書 (法務局発行 )

□ 身分証明書 ※外国人:国 籍の記載された住民票
様式j場 7をの2による甲請

(常勤役員等を直接に補佐する者が
いる場合)(注 1)

□ □ 第7号 常勤役員等 (経営業務の管理責任者)証明書

□ 別 紙 常勤役員等の略歴書

経営業務管理経験5年以上 □ □ 経営管理経験の確認資料 (別紙 1)

様式第7号による申請
(常勤役員等を直接に補佐
する者がいない場合)(注 1)

□ □ 第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

□ □ 男111紙―一常勤役員等の略歴書

□ □ 男|」 紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

経営業務管理経験5年以上 □ □ 常勤役員に係る経営管理経験の確認資料 (別紙1)

前回許可(更新)時と変更なし □ □ 常勤役員を直接に補佐する者に係る確認書類 (別紙1)

第7号の3 健康保険等の加入状況

□ 保険加入の確認資料 (別紙 2)

□ 第8号 専任技術者証明書 (新規・変更)(注 2)

常勤性の確認資料 (別紙2)(注 2)

指定学科卒業該当者なし(注2) □ □
卒業証明書 (卒業証書の場合は、写しを提出、原本持
参)

実務経験該当者なし(注 2)
□ □ 第9号 実務経験証明書

□ □ 実務経験の確認資料 (別紙 1)

資格保有該当者なし(注2) □ □
資格証等の提示 +写しの提出
(監理技術者資格者証等の携帯義務のある資格証は写
しのみで可)

令第3条該当者なし (経営業務管理責

任者たる支配人のみの場合は省略可 )
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

経営業務管理責任者は省略可 □ □ 第12号 許可申請者の住所、生年月 日等に関する調書

令第3条該当者なし □ □ 第 13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月 日等に関する調書

決算の変更届 (最大で直近5
年分)を提出済の法人、
又は個人事業主

第15号 貸借対照表

第16号 損益計算書・完成工事原価報告書

第17号 株主資本等変動計算書

第17号の2 注記表

第 17号の3 附属明細表 ※資本金1億 円超または負債の部200億 円以 Lの株式会社のみ提出

決算の変更届 (最大で直近5年分 )

を提出済の個人事業主、又は法人

第 18号 貸借対照表 (個人用 )

第19号 損益計算書 (個人用 )

自己資本500万 円以 1■ (個人で決算未到

来を除く)、 または

直前5年間許司を受けて継続営業
□ □ 財産的基礎の確認資料 (別紙 2)

第20号 営業の沿革

省

略

提

出 様式番号 書類の名称 確認資料

□ □ (常勤役員等 (経営業務の管理責任者)の ) 常勤性の確認資料 (別紙 2)

□ □ 第 10号 指導監督的実務経験証明書

指 偶 ll紙2)□ □

□ □ 第 14号 株主 (出資者)調書

□ □ 定款

□ □ 商業登記全部事項証明書 (法人)、 履歴事項全部証明書(支配人登記をした個人)

第 20号の2 所属建設業者団体

第 20号の3 主要取引金融機関名

- 187 -

口

国 国

国

目

目

Ｆ
」
□

□

□

□

「

陶 匿

「□ E
□ Ｆ

」

田 ‐̈Ｌ

回 □

□ L

国

洒 萱

F 聞



許可申請書・確認資料一覧表 〔チェックリスト〕

【更新 】

下記に該当する場合は、
当該右欄の書類は省略可

(注 1)様式第7号
:れ

かでの 必

(注2)営業所の専任技術者が変更する場合は、別途変更届出書 (様式第22号の2)等の提出が必要

≪ 以下については変更がなければ省略可能 (変更がある場合、省略不可)≫
省

略

提

出 様式番号 書類の名称 確認資料

回 □ 第14号 株主 (出資者)調書

定款

□ □ 商業登記全部事項証明書 (法人 )、 緩歴事項全部証明書 (支配人登記をした個人 )

第20号の2 所属建設業者団体

第20号の3 主要取引金融機関名

省

略

提

出
様式番号 書類の名称 確認資料

第1号 建設業許可申請書

個 人 別紙 一 役員等の一覧表

別紙 ■(2) 営業所一覧表 (更新 )

□ 営業所の写真提出用台紙 ※ R3.4.1以 降追加 (県ホームページ参照)

別紙四 専任技術者一覧表

第2号 工事経歴書決算の変更届 (直近5年分 )

を提出済 第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額

第4号 使用人数決算の変更届に添付、又は変更なし

第6号 誓約書

□ 登記されていないことの証明書 (法務局発行 )

□ 身分証明書 ※外国人:国 籍の記載された住民票

□ □ 第7号 常勤役員等 (経営業務の管理責任者)証明書
□ □ 別 紙 常勤役員等の略歴書

様式第7号の2による中請
(常勤役員等を直接に補佐する者
がいる場合)(注 1)

□ 第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

□ □ 別紙一 常勤役員等の略歴書

様式第7号による申請
(常勤役員等を直接に補佐
する者がいない場合)(注 1) □ □ 別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

第7号の3 健康保険等の加入状況

□ 保険加入の確認資料 (別紙 2)

□ □ (営業所専任技術者に係る)
卒業証明書 (卒業証書の場合は、写しを
提出、原本持参 )

□ □ 第9号 実務経験証明書

□ □ 実務経験の確認資料 (別紙 1)

各項 目の該当者なし、又は

前回申請時から変更なし(注
2)

□ □
資格 証 等 の提 示 +写しの提 出
(監理技術者資格者証等の携帯義務の
ある(、 のは写しのみで可)

□ □ 第10号 指導監督的実務経験証明書

□ □

該当者なし、又は前回申請
時から変更なし(注2) 指導監督的実務経験の確認資料 (別紙2)

令第3条該当孝なし (経営業務管理責
任者たる支配人のみの場合は省路可)

第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

回 □ 第12号経営業務管理責任者は省路可 許可申請者の住所、生年月 日等に関する調書

□ □ 第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書令第3条該当者なし

第15号 貸借対照表

第16号 損益計算書。完成工事原価報告書

第17号 株主資本等変動計算書
第17号の2 注記表

決算の変更届 (直近5年分 )

を提出済の法人、
又は個人事業主

第17号の3 附属明細表 ※資本金1億 円超または負債の部200億 円以上の株式会社のみ提出

第18号 貸借対照表 (個人用)決算の変更届 (直近5年分)を提出
済の個人事業主、又は法人 第19号 損益計算書 (個人用 )

第20号 営業の沿革

□ □決算の変更届 (直近5年分)を提出済 法人・個人事業税納税証明書 ※未納のない証明書では不可
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許可中請書・確認資料一覧表 〔チェックリスト〕

【譲渡及び譲受け/合併/分割】
<譲渡及び譲受け、合併、分割は、事前の申請が必要です。(譲渡等の日以降の申請は不可)>

下記に該当する場合は、
当該右欄の書類は省略可

(注 1)様式第7号又は様式第7号の

省

略

提

出
様式番号 書類の名称 確認資料

第22号の5 ,ヨセ渡及び譲受け認可申請書   ヽ
第22号の7 合併認可中請書 > いずれか該当するものを提出

分割認可申請書 ソ第22号 の8

個人への譲渡 別紙一 役員等の一覧表

男|」 紙三二営業所一覧表

□ 営業所の写真提出用台紙 ※ R3.4.1以降追加 (県ホームページ参照)

別紙三 専任技術者 一覧表

□ 譲渡・合併・分割契約書の写し(新設分割の場合は、分割契約書 )

(合併の場合)合併比率説明書を追加□

(分割の場合)分割比率説明書を追加□

個人間での譲渡 □ □ 譲渡・合併・分割契約書に係る株主総会等の決議録

第22号の6 誓約書 (健康保険等に関する届出の誓約書)

第2号 [事経歴書

第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額

第4号 使用人数 (※予定人数を記載 )

第6号 誓約書

□ 登記されていないことの証明書 (法務局発行)

身分証明書 ※外国人 :国籍の記載された住民票□

□ □ 第7号 常勤役員等 (経営業務の管理責任者)証明書

□ □ 別紙 常勤役員等の略歴書

□ □ 常勤性の確認資料 (別紙2)

□ □ 経営管理経験の確認資料 (別紙1)

様式第7号の2による申請
(常勤役員等を直接に補佐
する者がいる場合)(注 1)

□ □ 第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

□ □ 別紙一 常勤役員等の略歴書

□ □ 別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

常勤役員等の常勤性の確認資料 (別紙2)□ □

□ □ 常勤役員に係る経営管理経験の確認資料 (別紙1)

様式第7号による中請
(常勤役員等を直接に補佐す
る者がいない場合)(注 1)

□ □ 常勤役員を直接に補佐する者に係る確認書類 (別紙 1)

第7けの3 健康保険等の加入状況 (※承継 日から2週間以内に提出)

□ 保険加入の確認資料 (別紙2)

□ 第8号 専任技術者証明書 (新規・変更)

□ 常勤性の確認資料 (別紙2)

指定学科卒業該当者なし(注2) □ □ 卒業証 |`月 書(事業証書の場合は、写しを提出、原本持参 )

□ □ 第9号 実務経験証明書
実務経験該当者なし(注 2)

□ □ 実務経験の確認資料 (別紙 1)

資格保有該当者なし(注 2) □ □ 資格証等の提示+写しの提出
(監理技術者資格者証等の携帯義務のあるものは写しのみで可 )

□ □ 第10号 指導監督的実務経験証明書

□ □ 指導監督的実務経験の確認資料 (別紙2)
第15条第2号口該当者なし

令第3条該当者なし(経 営業務管理責任
者たる支配人のみの場合も省略可)

第11号‐建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

経営業務管理責任者は省略可 □ □ 第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

□ □ 第13号 建設業法施行令第3 る使用人の住所、生年月日等に関する調書令第3条該当者なし

□ □ 第14号 株主 (出資者)調書

第15号 貸借対照表

第16号 損益計算書・完成 il事原価報告書

第17号 株主資本等変動計算書

第 17号 の2 注記表

個人事業主での中請、
合併により新設された法人
及び新設分割により設立さ
れた法人 (承継 日から30日

以内に提出)

第 17号の3 附属明細表 ※資本金1億円超または負債の部200億円以上の株式会社のみ提出

第18号 貸借対照表 (個 人用)

法人での中請
第19号 損益計算書 (個人用)

財産的基礎の確認資料 (別紙2)
自己資本 500万円以 上(個人で決算未

到来を除く)、 または

直前5年 間許 可を受けて継統営業

□ □

定款個人

支配人登記をしていない個人事業主 □ □ 商業登記全部事項証明書 (法人)、 履歴事項全部証明書 (支配人登記をした個人)

第20号 営業の沿革

第20号の2 所属建設業者団体

第20号の3 主要取引金融機関名

□
法人・個人事業税納税証明書 ※未納のない証明書では不可
(決算未到来の事業者の場合 :県税事務所への法人等設立届 (写 ))
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(注 2)指定学科事業、実務経験、資格保有のうち、一以上に該当することが必要(指定学科卒業、一部の資格保為は、実務経験も必要)
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許可申請書・確認資料一覧表 〔チェックリスト〕

【本目府竜・】
<相続は、建設業者である被相続人の死亡から30日 以内の申請が必要です。>

は 、

下記に該当する場合は、
当該右欄の書類は省略可

(注 1)様式第7号又は様式第7号の2のうち、いずれかでの申請が必要

(注 2)指定学科卒業、実務経験、資格保有のうち、一以上に該当することが必要(指定学科卒業、一部の資格保有は、実務経験t)必 要)

省

略

提

出
様式番号 書類の名称 確認資料

第 22号 σ,10 相続認可申請書

別紙一 営業所一覧表

□ 営業所の写真提出用台紙 ※ R3.4.1以降追加 (県ホームページ参照)

別紙二 専任技術者一覧表

□ 戸籍謄本等(被相続人との続柄を証する書類)

中請者以外に相続人がいない場合 □ □ 申請者以外の相続人の同意書

第 22号 の 11 誓約書 (健康保険等に関する届出の誓約書)

第2号 工事経歴書

第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額

第4号 使用人数 (※予定人数を記載 )

第6号 誓約書

□ 登記されていないことの証明書 (法務局発行 )

□ 身分証明書 ※外国人 :国籍の記載された住民票

□ □ 第7号 常勤役員等 (経営業務の管理責任者)証明書

□ □ 男」糸氏 常勤役員等の略歴書

□ □ 常勤性の確認資料 (別紙2)

様式第7号の2による申請
(常勤役員等を直接に補佐
する者がいる場合)(注 1)

□ 回 経営管理経験の確認資料 (別紙 1)

□ □ 第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

□ □ 別紙一 常勤役員等の略歴書

□ □ 別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

□ □ 常勤役員等の常勤性の確認資料 (別紙 2)

ロ □ 常勤役員に係る経常管理経験の確認資料 (別紙1)

□ □ 常勤役員を直接に補佐する者に係る確認書類 (別紙1)

様式第7号による申請
(常勤役員等を直接に補佐す
る者がいない場合)(注 1)

第7号の3 健康保険等の加入状況 (※承継 日から2週 間以内に提出)

□ 保険加入の確認資料 (別紙 2)

□ 専任技術者証明書 (新規・変更 )第8号

□ 常勤性の確認資料 (別紙2)

指定学科卒業該当者なし(注 2) □ □
卒業証明書 (卒業証書の場合は、写しを提出、原
本持参 )

□ □ 第9号 実務経験証明書
実務経験該当者なし(注2)

□ □ 実務経験の確認資料 (別紙 1)

□ □

資格証等の提示 +写しの提出
(監理技術者資格者証等の携帯義務のあるもの
は写しのみで可 )

資格保有該当者なし(注2)

□ □ 第10号 指導監督的実務経験証明書

□ 口 指導監督的実務経験の確認資料 (別紙2)
第15条第2号口該当者なし

第 11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表令第3条該当者なし(経 営業務管理責任
者たる支配人のみの場合も省略可)

経営業務管理責任者は省略可 □ □ 第12号 許可申請者の住所、生年月 日等に関する調書

□ □ 第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月 日等に関する調書令第3条該当者なし

第18号 貸借対照表 (個人用)

第19号 損益計算書 (個 人用 )

□ □ 財産的基礎の確認資料 (別紙2)
自己資本500万 円以上 (個 人で決算未

到来を除く)、 または

直前 5年間許可を受けて継続営業

支配人登記をしていない個人事業主 □ □ 履歴事項全部証明書 (支配人登記をした個人 )

第20号 営業の沿革

第20号の2 所属建設業者団体

第20号の3 主要取引金融機関名

回 へ の
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